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2026年度開始 
 
【研究の目的】 
ミュンヘン大学法学部（LMU）の教員等と研究会・学術会議を実施して、日本およびドイツの現在の

法律問題を検討・議論し、両国及びグローバル社会の法律学の発展に寄与したいと考えています。 
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